
 

請背請求後は求後はどうなるの？ 

 

 

請求書を提出した後の手続は、次のとおりです。 

 

 

 

                   補 正（添付書類の不備等の修正） 

 

 

 

 

（違法・不当とする行為が１年以上前 

 の行為、山梨県の財務会計上の行為  

 でないなど、要件を満たしていない     

 請求） 

                            （請求の趣旨の補充など） 

                             

 

                            （関係書類の監査、関係者 

                             からの事情聴取など）   

 

 

 

        （請求内容に理由がないと       （知事等に行為の防止、是正や損害      

         認められた場合）           の補てん等の必要な措置を勧告） 

 

 

 

 

※ 請求を受け付けた日の翌日から６０日以内に、監査を終了します。 

                  

監査結果に不服のとき 

                                               

 

提起の場合は監査結果通知のあった日から 30 日以内です 

請求書の受付 

要 件 審 査 

却 下 受 理 

請求人（関係職

員）の陳述 

監査の実施 

却下または棄却 勧   告 

請求人・知事へ通知、公表 

住  民  訴  訟 

請求人・知事へ通知 

請求の要旨通知（知事・議会） 


